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付 属 書 A．標準動物および標準植物に対する線量率と影響

＊訳注　 表中の網かけの部分については， Publication 125にて正誤表が示されている。

表A.1　標準シカ，標準ラット，標準カモに対する線量率と影響［誘導考慮参考レベル（網掛けの部分）＊］

線量率
（mGy/日） 標準シカ 標準ラット 標準カモ

＞1000 造血性症候群による個体死
（LD50/30　1～8 Gy）

造血性症候群による成体死
（LD50/30　6～10 Gy）

成体死
（LD50/30　7～11 Gy）

100～1000 さまざまな原因による寿命
の短縮

さまざまな原因による寿命
の短縮

発生中の胚への長期影響

10～100 罹病増加。寿命短縮の可能
性。繁殖成功度の低下。

罹病増加。寿命短縮の可能
性。繁殖成功度の低下。

罹病増加

1～10 成体の雄の不妊による繁殖
成功度低下の可能性

雌雄の生殖力低下による繁
殖成功度低下の可能性

孵化時の生存能力低下に
よる繁殖成功度低下の可
能性

0.1～1 影響の生じる可能性は非常
に低い

影響の生じる可能性は非常
に低い

情報なし

0.01～0.1 影響は観察されない 影響は観察されない 情報なし

＜0.01 自然バックグラウンド 自然バックグラウンド 自然バックグラウンド

表A.2　標準カエル，標準マス，標準扁平魚に対する線量率と影響［誘導考慮参考レベル（網掛けの部分）＊］

線量率
（mGy/日） 標準カエル 標準マス 標準扁平魚

＞1000 成体死（LD50/160　19 Gy），
オタマジャクシの個体死
（LD50/30　17 Gy）

胚の死（LD50　0.3～ 19 Gy），
胚の発生段階により異なる

成体死（LD50/50　30 Gy），
卵の致死（LD50　1 Gy）

100～1000 卵の致死（LD50/40　0.6 Gy） 罹病増加の可能性 稚魚・孵化したての稚魚
おける一部の個体死

10～100 有害な影響情報なし 若い魚に何らかの有害な影
響が予想される（例えば，
感染抵抗力の低下）。繁殖
成功度の低下。

繁殖成功度の低下

1～10 有害な影響情報なし 繁殖成功度低下の可能性 雄の生殖力低下による繁
殖成功度低下の可能性

0.1～1 情報なし 情報なし 情報なし

0.01～0.1 情報なし 情報なし 情報なし

＜0.01 自然バックグラウンド 自然バックグラウンド 自然バックグラウンド

　LD50は，致死率 50％となる線量。LD50/30は，30日以内に致死率 50％となる線量。
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＊訳注　 表中の網かけの部分については， Publication 125にて正誤表が示されている。

表A.3　標準ハチ，標準カニ，標準ミミズに対する線量率と影響［誘導考慮参考レベル（網掛けの部分）＊］  

線量率
（mGy/日） 標準ハチ 標準カニ 標準ミミズ

＞1000 成虫死（LD50　20～3000 Gy），
幼虫死（LD50　1～2 Gy）

成体死（LD50/40　420 Gy） 成体死（LD50/30　650 Gy）

100～1000 生殖腺への影響と蛹の死によ
る繁殖成功度低下の可能性

成長率および繁殖成功度低
下の影響がありそう

何らかの疾患および繁殖
成功度低下

10～100 情報なし 情報なし 影響は考えがたい

1～10 情報なし 情報なし 情報なし

0.1～1 情報なし 情報なし 情報なし

0.01～0.1 情報なし 情報なし 情報なし

＜0.01 自然バックグラウンド 自然バックグラウンド 自然バックグラウンド

表A.4　標準マツ，標準イネ科草本，標準褐藻に対する線量率と影響［誘導考慮参考レベル（網掛けの部分）＊］

線量率
（mGy/日） 標準マツ 標準イネ科草本 標準褐藻

＞1000 枯死（LD50　5～16 Gy） 枯死（LD50　16～22 Gy） 非常に高い線量率で有害
な影響が予想される。
LD50データなし。

100～1000 長期被ばく後，一部の樹木
が枯死

繁殖能力の低下 生長率への影響

10～100 非常に長期の被ばく後，若
干の樹木が枯死。生長不全。
繁殖成功度の低下。

繁殖能力の低下 生長率および繁殖成功度
への影響の可能性

1～10 構造・形態的損傷として現
れる疾患。長期被ばくは繁
殖成功度の低下につながる。

情報なし 生長率への影響の可能性

0.1～1 情報なし 情報なし 情報なし

0.01～0.1 情報なし 情報なし 情報なし

＜0.01 自然バックグラウンド 自然バックグラウンド 自然バックグラウンド

　注記　褐藻の網掛け部分は Publication 108（ICRP, 2008）で暫定的に指定されたものと異なる。
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付 属 書 B．標準動物および標準植物について想定された基本的な個体群の特性

標準動物もしくは標準植物 個体群特性

シカ（シカ科） 多数回繁殖性，世代識別可能な群れ，高い雌雄比，低繁殖力，個
体群の個体数 ＜ 500

ラット（ネズミ科） 多数回繁殖性，等しい雌雄比，高繁殖力，個体群の個体数 ＜ 1000

カモ（カモ科） 多数回繁殖性，世代識別可能な群れ，等しい雌雄比，低繁殖力，
個体群の個体数 ＜ 500

カエル（アカガエル科） 多数回繁殖性，世代識別可能な群れ，等しい雌雄比，高繁殖力，
個体群の個体数 ＜ 500

マス（サケ科） 多数回繁殖性，世代識別可能な群れ，等しい雌雄比，高繁殖力，
個体群の個体数 ＜ 500

扁平魚（カレイ科） 多数回繁殖性，世代識別可能な群れ，等しい雌雄比，高繁殖力，
個体群の個体数 ＞ 10,000

ハチ（ミツバチ科） 一回繁殖性（雄），高い雄：雌比，高繁殖力，個体群の個体数 

 ＜ 10,000

カニ（イチョウガニ科） 多数回繁殖性，世代識別可能な群れ，等しい雌雄比，高繁殖力，
個体群の個体数 ＞ 500

ミミズ（ツリミミズ科） 多数回繁殖性，雌雄同体，高繁殖力，個体群の個体数 ＞ 10,000

マツ（マツ科） 多数回繁殖性，林冠形成，高繁殖力，個体群サイズ ＞ 1,000

イネ科草本（イネ科） 多数回繁殖性，高繁殖力，毎年再生長する多年生植物，個体群の
規模 ＞ 1,000

褐藻（Cyclosporea科） 多数回繁殖性，成体個体群の低補充率，個体群の規模 ＞ 1,000
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付 属 書 C．環境防護法制

C.1　緒　　　言

　（C1）　環境防護に関する要件は，国際的および地域レベルで急速に発展し，これを基に各

国に情報が提供され，その法律や規制に影響を及ぼすために，勧告や法的拘束力を持つ要件が

出されている。こうした要件，法律や規制は，その主眼となる目標や目的に応じて，また各ケ

ースに当てはまる特別な背景状況によって，異なる位置づけや内容を持つ。

　（C2）　「使用済燃料管理および放射性廃棄物管理の安全に関する条約」（IAEA, 1997）は，一

般的安全規定，そして使用済燃料と放射性廃棄物の管理の安全との関係において環境に言及し

ている。「使用済燃料管理のすべての段階において，放射線による危険から個人，社会および

環境を適切に保護することを確保すること」，そして「国際的に認められた基準に妥当な考慮

を払った自国の国内法の枠組みにおいて，規制機関によって承認された適当な防護方法を自国

において適用することにより，個人，社会および環境を効果的に保護すること」という一般的

要件がある。

　（C3）　使用済燃料管理に関しては，「当該施設が個人，社会および環境に対して及ぼすおそ

れのある安全上の影響を評価する」という要件がある。そして放射性廃棄物管理施設の立地に

ついては，「当該施設が個人，社会および環境に対して及ぼすおそれのある安全上の影響を評

価すること。この場合において，処分施設については，閉鎖後に起こり得る立地状態の変化に

ついても考慮するものとする」という要件がある。設計と建設に関しては，「個人，社会及び

環境に対して及ぼすおそれのある放射線による影響（排出又は制御されない放出によるものを

含む。）を制限するための適当な措置」を準備するという要件がある。環境アセスメントの必

要性に関する言及もある。廃棄物管理施設については，確実に「放射性廃棄物管理施設の建設

前に，安全に関する体系的な評価及び環境評価であって，当該施設がもたらす危険について適

切であり，かつ，その使用期間を対象とするものが実施されること」の必要性を明確にしてい

る。

　（C4）　要件は公衆とのコミュニケーションなど，操業に関わるものもあり，「当該施設の安

全に関する情報を公衆が利用可能なものとすること」，また「当該施設が影響を及ぼすおそれ

がある限りにおいて，当該施設の近隣にある締約国と協議を行い，及び当該施設が当該締約国

の領域に及ぼすおそれのある安全上の影響について当該締約国が評価することを可能とするた

め当該施設に関する一般的なデータを当該締約国の要請に応じて提供する」こととしている。
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　（C5）　IAEAの基本安全原則（IAEA, 2006）は，中でも，現在と将来において，公衆および

環境を電離放射線の有害な影響から確実に防護するための原則を確立している。これらの原則

は，電離放射線への被ばくまたは被ばくの可能性を含むあらゆる状況に適用される。IAEAの

基本安全原則では，環境防護のために取られる措置の全般的な目的は，ある生物種の個体群に

有害な影響を及ぼしうる放射線被ばくから生態系を防護することだとしている。

　（C6）　より最近では，放射線影響の評価のための環境防護の判断基準と方法に関する考察

があり，国内の当局が必要とみなす場合における植物相と動物相の防護を明示的に考慮してお

り，これは改訂された基本安全基準，すなわち GSR Part 3（IAEA, 2011）に含められた。また

その他多くの重要な関連法があり，Copplestone（2012）はこれらの概要をまとめた。原子力

機関（OECD/NEA）も関連法のより詳細な総括を提供している（OECD/NEA, 2007）。

　（C7）　欧州理事会指令にも環境防護を多少詳しく取り上げたものがある。例を挙げるなら

ば，「環境に対する特定のプロジェクトの影響に関する指令」（EC, 1985），「自然生息地と野生

動植物相の保全に関する指令」（EC, 1992），「統合的汚染防止管理指令」（EC, 1996），「水枠組

み指令」（EC, 2000），「海洋戦略指令」（EC, 2008）などがある。この最後の文書は，放射性核

種を特に危険物質に含めることに言及している。

　（C8）　複数の国も，個別にこの分野でさまざまな法律や規制を構築している。

　（C9）　環境防護の規制要件には，しばしば「環境への有意な悪影響がない」という言い回

しが使われ，あるいは物質が環境自体やその生物多様性に直ちにまたは長期的に「有害な」影

響を与えるか，与えうる量，濃度や条件で環境に放出されるべきではないとしていることに留

意すべきである。とはいえ，別の方法での環境防護への取り組みもなされており（Pentreath, 

2003），これらは以下の項目で検討する。

C.2　汚 染 管 理

　（C10）　汚染管理は，普通，特定の汚染物質または特定カテゴリーの汚染物質から環境全般

を保護することを目指す。その要件は，いくつかの欧州の例を挙げると，しばしば環境汚染［つ

まり，環境の質に害を与えるもの（EC, 1996）］を防止するために対策または措置を講ずるべ

きという言い回しを使うか，あるいはより明確に，汚染は「人または他の生物に害」をもたら

すと言及している。ここで害とは「生物の健康への害またはそれらが属する生態系へのその他

の干渉」（UK Parliament, 1990）を意味する。汚染管理には，特定の行為，特定の場所あるい

は汚染された土地など特定の区域の化学物質の発生源の管理も含まれることもある。管理は通

常，具体的かつ監査可能な活動の実施を要求する方法で実施されるが，放出量や環境を構成す

る 1つ以上の要素に，超えてはならない数値を設定する形で行われる（環境品質基準）。

　（C11）　汚染管理に関する規制には，必要以上に廃棄物が発生するのを避け，そのような廃
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棄物を可能な限り害の少ないものとし，廃棄物を環境中に処分または放出する必要性を最小限

にする義務が含まれうる。これらはまた環境がすでに許容範囲を超えて汚染されており，修復

が必要な状況にも関連している。このため管理制御は，放出地点について，または汚染地域を

修復する方法について行われる。

C.3　特定の環境資源の保護

　（C12）　漁業，林業，農業のような行為における環境の利用は，環境が影響を受けることを

前提としている。しかし，通常は当該行為を持続可能な形で行えるようにするのを目的として

いる点で環境防護に関連しており，その関心の的は基本的には個体群レベルでの環境影響だと

はいえ，当該遺伝子の健全性や個体群の安定性をも懸念しているかもしれない。しかし，河口

水域の魚の養殖場や産卵場，貝類の養殖場など，特定のエリアに害が及ばないようにする必要

性など，非常に特殊な要件もありうる。

C.4　自 然 保 全

　（C13）　これに対して，自然保全は通常特定の生物種，生息地または区域を一般的な意味で

の（汚染を含む）脅威から保護することで，このため別の法的枠組みに組み込まれている。こ

の「自然保全」法は必然的に正確さに欠けることが多いが，基本的に以下の 3つの広範な要件

から制定されたものである。

 特定の生物種（1つ以上の生息地で個体群を作ることもある）または区域の保全の必要性。

この場合「保全（Conservation）」という語は，普通，特定の目的を達成するための状況の

能動的管理を意味するが，これには，現状を厳格に維持する必要性という意味合いを帯びる

ために通常は環境中の無生物要素に使われる「保存（Preservation）」という語も含まれる。

 生物学的多様性（生物多様性）の維持。これは通常，生物種内の生物多様性（つまり，特定

生物種内に見られる形態的，生理学的多様性），生物種間の生物多様性（つまり，生物種の

全体数と種類），そして生息地の生物多様性（つまり，ある特定の生息地の中とさまざまな

生息地に存在する生物種の数と種類）を含む。

 1つまたは複数の動植物の個体集団にとって特に重要な，湿地，ヒースの荒野，沼沢，森林，

沿岸域など，特定の生息地の保護。これは，野生の渡り鳥やその他の鳥類にとって渡来地

となる河口域のように，当該生物種の生活史または年間サイクルに結び付いた季節性の重

要度に関係する。

　（C14）　生物多様性の保全と維持のいずれも環境における非生物と生物の両構成要素を保護

する必要性に着目しているが，生息地保護の背後にある考え方では，その特有の動物相および

• 

• 

• 
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植物相の組み合わせは変化し続け，主に生息地外の影響を被っているとしても，生息地（非生

物と生物の両構成要素）を直接・間接の圧力から保護する必要があると認めている。同様に，

生物学的多様性も一定の実態ではないが，それが回避可能かつ過度な人間の干渉を受けずに発

展できるようにすることを目指す。

　（C15）　上記のすべてが関わる例として，ここでもまたいくつかの欧州理事会指令を挙げる。

そのうち特定の生物種と生息地に関わる 2つの指令は，いずれも指定地域が「好ましい保全状

態」に確実に維持または復元されるよう方策を講じることを要求している（EC, 1979, 1992）。

この状態はそれぞれの場所について，いくつかの生物種の個体数の割合の変化，さまざまな生

物種間の比率，生物種の個体群の齢構成などの数値情報によって，さまざまに，明示的に定義

することができる。同様に，3つ目の指令は水界生態系の「良好な環境保全状態」を確保する

ための行動を取るよう要求している（EC, 2000）。

　（C16）　より最近の傾向では，「生態系アプローチ」などと呼ばれるものを環境防護に適用

する。これには環境（または特別に同定された環境の一部）を全体として観察し，これに有害

な影響を与えうるすべての要因（たとえば物質の抽出，物質の排出，動物相と植物相の意図的

または事故的な変更，そしてこれらすべてのさまざまなタイプの圧力の総体的な相乗効果また

は拮抗作用）を検討するよう求められる。

　（C17）　こうした総体的管理の責任を負うのは通常政府省庁で，（担当省庁は）個々の活動

（取水または一定の化学品の排出許可など）を管理する個々の対策が総合して全体の目的を達

成できることを確認しなければならない。したがって放射性核種の場合，それが環境中に十分

高い濃度で存在すれば，生態系アプローチの全体の目的達成を阻む可能性があるため，制御が

必要な数ある要因（または圧力）の 1つとみなされる。

　（C18）　したがって，環境アセスメントの方法（たとえば，生態リスク評価）は，関係する

すべての産業活動について提案される管理によって，こうした環境目標が達成されるかどうか

を証明し，影響の発生が予測される場合，環境に与える害のレベルを定義することができなけ

ればならない。

　（C19）　生態系アプローチでは，目標が達成されると証明するのは明らかに困難（生態系に

固有の機能や相互作用の複雑さに対応しうる適切な手段や評価方法が現在欠落しているため）

である。このため，そうした特徴付けの価値は認めつつも，生態管理では，ある特定の区域ま

たは生態系のタイプの状態を評価するために，個体群の構成と典型的な構成員とみなされる生

物種の個体数の調査を行うのが一般的な慣行である（EC, 2005）。これらが予測されたまたは

望ましい範囲を超えて変化するならば，さらにその背景にある原因を究明するための研究が行

われる。これらの研究は通常，生息地の物理的（または化学的）変化や，食物供給や捕食－被

食関係の変化のように，個体群に影響を及ぼす早期個体死や繁殖成功度の低下の結果として起

こるなどの生物的要因について行われる。
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C.5　既存の法制における各種の環境防護要件の概要

　（C20）　この環境管理に対するさまざまなアプローチの概要を見れば，明確な，そしてしば

しば矛盾する側面があることは一目瞭然である。しかし，それぞれのアプローチに関する個別

の要件も大きく異なることにも注目するべきである。これらの対象エリアはいずれも国際的レ

ベルで発展し続けている。このため，今後，上記の環境管理要件のいずれか，またはすべてに

基づく理由，特に汚染制御と自然の保全に関わる理由から放射線の環境影響評価を行う必要性

が現在もしくは将来において生じる可能性がある。

　（C21）　汚染制御のためには，上記の防護の目的ゆえに，公衆の防護に加えて以下を明確に

証明することを要求されるであろう。

環境への害を全般的に回避または最小化していること

既に害が及んだ環境に対処する能力

　（C22）　一方，自然の保全のためには，上記の防護目的ゆえに，以下の評価を行うことが要

求されるであろう。

特定の生物種の個体に害が及ぶ可能性

 1つまたは複数の生物種における個体群の完全性または存続可能性への潜在的または現実的

影響（これは環境利用にも適用されうる）

 特定の生息地または特定の場所の主要な（または大半の）構成要素への潜在的または現実的

影響

 どの動植物についても特別な参照や選択を必要としない，局所的またはより広域の生態系レ

ベルでの潜在的または現実的影響。

• 
• 

• 
• 

• 

• 
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